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 輸送安全を確保するための基本的な方針  
 
１．社長及び役員は、安全第一の意識を持って事業活動を行える体制の整備に努めるとと

もに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その

他事業活動に関する基本的な方針は次項によるものとし、安全の確保に関する業務の

実施状況を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 
２．社長、役員及び職員の安全に係わる行動規範（安全の基本理念、安全方針）は、次の

通りとする。 
（１） 一致団結して輸送の安全確保に努めること。 
（２） 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともにこれを厳守し、

厳正、忠実に職務を遂行すること。 
（３） 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。 
（４） 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全

と思われる取り扱いをすること。 
（５） 事故、事故の恐れのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼす恐れの

ある事態が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な

処置をとること。 
（６） 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。 
（７） 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。 

 
 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法  

 
【輸送の安全の確保に関する組織体制】 
 
１．社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 
２．社長及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備

するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。 
３．社長及び役員は、索道事業の遂行に際し設備、運行、要因、投資、予算その他の必要

な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現

可能な観点からの検証を行わせる。 
４．社長及び役員は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握

し、必要な改善を行う。 



５．社長及び役員は、輸送の安全確保に関する改善施策の決定に際しては、安全統括管理

者のその職務を行う上での意見を尊重する。 
６．社長及び役員は、事故・災害等の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、

対応方法その他必要な事項を定め、職員等に周知・徹底する。 
 

 当社の索道事業における安全確保に

関する体制は左図の通りとする。 
【責任者の役割及び権限】 
（１）安全統括管理者 
 索道事業の輸送の安全の確保に関す

る事業を統括する。 
（２）索道技術管理者 
安全統括管理者の指揮の下、索道の運

行の管理、索道施設の保守の管理その

他の技術上の事項に関する業務を統括

管理する。 
（３）索道技術管理員 
索道技術管理者の指揮の下、索道技術

管理者の行う業務を補助する。 
（４）統括責任者 
輸送の安全確保に必要な設備投資、人

事、財政に関する業務を統括する。 
 
 

＊社長及び役員・統括・各事業部長で上層部報告意見会議を毎月一回行うものとする。 
 

 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法  
 

【業務報告】 
１．安全統括管理者は、輸送の安全確保に関する業務を統括するため、業務の実施に関し

不安全行動などの安全を損なう事態及び事故防止対策に有効な情報などを索道技術管

理者から随時報告を求める。 
２．職員等は、輸送の安全確保に関し、相互に必要な情報を伝達する。 
【事故防止対策の検討】 
１．安全統括管理者は、事故、災害等、その他輸送の安全確保に資する情報を分析、整理

し、事故防止対策の検討を行う。 
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２．安全統括管理者は、前項の検討を通じて、不安全事象の再発防止又は安全意識の向上

の観点から輸送業務に携わる者に知らしめることが重要である事項については、職員

等が共有できるようにする。 
【業務の確認】 
安全統括管理者は、適宜、事業所に赴き輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認する

ことにより、潜在する危険要因を抽出し、業務改善が必要な事項について的確な措置を講

ずる。 
【安全管理体制の維持のための教育訓練】 
安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練を適宜実施する。 
 

 索道係員教育・訓練について  
安全な索道事業の運営を確立、維持するため事故・異常気象時の対応を定めた運転取り扱

い細則の規程に基づき係員が迅速かつ的確に対応できるように、あらかじめ係員の役割を

定めるとともに、定期的に救助等に関する訓練を実施しております。 
 

 検査について  
索道始業前点検を実施し、運行に支障が無い事を確認の後、リフト運行を行っております。 
また、定期検査（１月検査・１２月検査・臨時検査）を関係法令及び「整備細則」に基づ

き実施しております。 
 

 索道事故発生について  
 
【平成１９年度事故発生状況まとめ】平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 
 
特殊索道 （桝水高原第１スキーリフト）：索道運転事故等の発生はありませんでした。 
     （桝水高原第２スキーリフト）：索道運転事故等の発生はありませんでした。 
 

（桝水高原第３リフト） 
（冬季） スキーリフト：減速機更新工事の為、稼働しませんでした。 
（春～秋）観光リフト ：索道運転事故等の発生はありませんでした。 

 
 


